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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
小
泉
純
一
郎
内
閣
総
理
大
臣
の
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
七
日
に
お
け
る
靖
国
神
社
参
拝

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
本
年
十
月
十
七
日
の
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
は
、
一
人
の
国
民
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て

い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
当
時
に
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
が
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
を
行
い
た
い
旨
を
表
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
府

と
し
て
は
、内
閣
総
理
大
臣
が
公
的
な
資
格
で
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
を
行
う
こ
と
を
公
約
し
た
も
の
と
は
理
解
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
判
決
に
お
い
て
は
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
平
成
十
三
年
八
月
十
三
日
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
一
日
及
び
平

成
十
五
年
一
月
十
四
日
の
靖
国
神
社
へ
の
各
参
拝
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
傍
論
で
、
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
五
号
）
第
一
条
と
の
関
係
で
は
、
少
な
く
と
も
行
為
の
外
形
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
と
し
て
の
「
職
務
を
行
う

に
つ
い
て
」
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
憲
法
第
二
十
条
第
三
項
の
禁
ず
る
宗
教
的
活
動
に
当
た
る
旨
が

一



述
べ
ら
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
訴
訟
に
お
い
て
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社

へ
の
各
参
拝
は
、
私
人
と
し
て
の
立
場
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
な
お
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
靖
国
神
社
へ
の
参
拝
に
関
す
る
訴
訟
は
、
他
の
裁
判

所
で
も
審
理
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
訟
の
中
で
、
国
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
に
対
応
し
て

ま
い
り
た
い
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

本
年
十
月
十
七
日
（
現
地
時
間
。
以
下
同
じ
。
）
午
前
、
在
中
華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
在
中
国
日
本
国

大
使
館
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
「
お
知
ら
せ
」
を
掲
載
し
、
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
「
中
国
」
と

い
う
。
）
の
在
留
邦
人
に
対
し
注
意
を
呼
び
掛
け
た
。
ま
た
、
同
日
午
後
、
在
大
韓
民
国
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
在
韓
国

日
本
国
大
使
館
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
「
お
知
ら
せ
」
を
掲
載
し
、
大
韓
民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と

い
う
。
）
の
在
留
邦
人
に
対
し
注
意
を
呼
び
掛
け
た
。

今
次
の
「
お
知
ら
せ
」
は
、
韓
国
に
あ
っ
て
は
、
同
日
正
午
及
び
午
後
一
時
の
二
度
に
わ
た
り
、
在
韓
国
日
本
国
大
使
館

前
に
お
い
て
、
抗
議
行
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
中
国
に
あ
っ
て
は
、
御
指
摘
の
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
靖

二



国
神
社
参
拝
後
に
、
批
判
的
な
報
道
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
万
が
一
、
不
測
の
事
態
に
発
展
す
る
場
合
に
備
え
、
念

の
た
め
、
在
留
邦
人
等
が
か
か
る
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
国
大
使
館
の
個
別
の
判
断
で
発
出
し

た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
日
午
後
四
時
半
ご
ろ
、
在
中
国
日
本
国
大
使
館
前
に
お
い
て
、
抗
議
行
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
も
踏
ま
え
、
旅

行
者
等
の
短
期
渡
航
者
の
安
全
対
策
を
も
促
す
た
め
、
外
務
本
省
に
お
い
て
も
、
中
国
及
び
韓
国
に
つ
い
て
「
ス
ポ
ッ
ト
情

報
」
を
海
外
安
全
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
た
。

一
般
に
、
外
務
本
省
及
び
我
が
国
の
在
外
公
館
が
在
留
邦
人
等
に
対
し
て
行
う
注
意
喚
起
は
、
時
々
の
相
手
国
の
政
情
や

二
国
間
関
係
の
動
き
に
合
わ
せ
て
生
ず
る
、
又
は
生
じ
得
る
不
測
の
事
態
に
対
し
、
在
留
邦
人
等
の
安
全
対
策
に
関
し
て
こ

ま
や
か
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
発
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

小
泉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
靖
国
神
社
が
発
行
す
る
「
や
す
く
に
大
百
科
〜
私
た
ち
の
�
國
神
社
〜
」
と
題
す
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
に
、
い
わ
ゆ
る
Ａ
級
戦
犯
に
限
ら
れ
な
い
記
述
と
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、

明
治
維
新
以
来
の
我
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
、
心
な
ら
ず
も
国
の
た
め
に
命
を
捧
げ
た
方
々
全
体
を
追
悼
し
、
敬
意
と
感
謝

三



の
念
を
捧
げ
る
と
と
も
に
、
二
度
と
戦
争
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
気
持
ち
か
ら
靖
国
神
社
に
参
拝
し
て
い
る
も
の

と
承
知
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
の
参
拝
は
、
御
指
摘
の
靖
国
神
社
の
主
張
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考

え
る
。

九
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
人
の
国
民
と
し
て
靖
国
神
社
に
参
拝
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
参
拝
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
立
ち
入
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

四


